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名
同
乃
至
名
は
平
安
中
崩
、
庄
閣
制
的
収
取
組
織
の
基
本
的
単
位
と
し
て
庄
圏
内
部
に
成
立
し
、
爾
来
そ
の
山
閥
解
に
至
る
迄
一
貫
し
て
荏
在

す
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
性
格
は
各
時
代
の
歴
史
的
所
産
と
し
て
、
庄
園
制
ゆ
変
質
解
体
に
対
応
し
つ
つ
多
岐
多
様
の
変
容
を
示
す
。
鎌
倉
期
に

於
け
る
名
の
内
容
乃
至
経
歯
形
態
は
家
父
長
的
奴
隷
制
経
蛍
と
一
応
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
変
質
解
体
過
程
の
中
に
今
日
、
中
世
史
研
究
の

重
要
課
題
と
称
序
さ
れ
る
封
建
社
会
成
立
の
指
標
を
な
す
農
奴
制
の
成
立
を
論
証
せ
ん
と
す
る
学
界
動
向
が
在
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
就
中
、
名
主
の
変
容
に
関
し
て
は
そ
れ
が
所
謂
名
体
制
の
基
幹
と
し
て
存
在
す
る
た
め
、
前
記
動
向
と
相
倹
っ
て
古
く
よ
り
数
多
く
の
論

述
・
成
果
を
見
る
の
で
あ
る
が
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
名
主
の
性
格
・
評
価
に
関
し
て
は
、
庄
闘
の
個
別
性
・
地
域
性
・
時
代
差
に
応
じ
多
く

の
輿
論
が
慣
れ
る
処
で
あ
り
、
近
時
、
個
別
庄
闘
に
於
け
る
具
体
的
な
名
主
の
在
盗
形
態
乃
至
名
体
制
に
就
い
て
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
て
い

dvG

。

円
柱
一
）

小
摘
で
棲
述
す
る
新
見
庄
に
就
い
て
は
、
既
に
十
指
に
余
る
卓
抜
し
た
業
蹟
を
有
し
乍
ら
、
筆
者
も
亦
、
中
見
を
述
べ
た
処
で
あ
る
が
、

名
体
制
の
解
体
」
現
象
の
評
価
・
把
握
を
め
ぐ
っ
て
は
、
多
く
の
異
論
と
疑
点
ぞ
有
し
、
十
分
に
そ
の
姿
相
が
解
明
さ
れ
た
と
は
品
一
一
口
い
難
い
の ー寸

で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
鎌
店
末
期
、
名
体
制
の
変
質
解
体
途
上
に
出
現
す
る
新
名
主
の
性
絡
分
析
を
視
点
と
し
て
、
改
め
て
名
主
の
変
容
に
就

（
註
ご
】

い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

備
中
国
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見
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六一一

名
体
制
L

「
新
見
庄
の
新
凶
と
農
民
」
）
を
加
筆
柿
訂
し
た
も
の
で

あ
る
。

設

新
見
庄
研
究
論
文
の
日
銀
に
就
い
て
は
、
那
須
良
郎
氏
「
新
見
庄
の

名
訪
帳
付
農
民
に
つ
い
て
」
（
法
政
史
学
十
一
月
八
八
頁
）
参
照
。

本
稿
は
「
九
州
史
学
」
二
・
九
号
に
発
表
し
た
旧
縞
（
「
判
明
見
庄
の

設

r、
一、、・’

新
見
庄
は
備
北
の
圧
固
で
現
在
、
岡
山
県
新
見
市
・
阿
哲
郡
新
郷
村
一
滑
に
比
定
さ
れ
る
。
本
所
を
最
勝
光
院
、
甑
家
を
小
槻
氏
に
仰
ぎ
、

元
徳
二
年
（
一
ー
一
∞
ト
一
一
一
）
領
家
職
は
東
寺
に
施
入
さ
れ
た
。
地
頭
職
は
土
豪
新
見
民
が
伝
領
し
て
い
問
、
地
頭
的
領
主
制
発
展
の
指
標
た
る
下

地
中
分
は
、
文
永
人
年
（
一
ヰ
ト
一
一
）
迄
に
は
実
施
さ
れ
て
い
た
。
下
地
中
分
自
体
1
関
し
て
は
史
料
の
関
係
も
あ
っ
て
十
分
明
確
に
し
え
な
い

が
、
倖
に
し
て
「
地
頭
万
東
方
田
地
実
検
名
寄
帳
」
「
東
方
地
頭
万
山
里
畠
内
検
取
帳
」

女」

「
西
方
漆
名
寄
帳
」

「
五
分
一
回
畠
漆
分
注

目註一一
u

「
東
方
地
頭
万
損
亡
検
見
並
納
帳
」
等
の
鎌
倉
末
期
よ
り
建
武
期
に
か
け
て
の
諸
種
台
帳
が
残
存
し
て
お
り
、
之
等

「
領
家
御
方
正
検
白
取
帳
」

の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
当
時
の
新
見
圧
の
基
礎
構
造
を
あ
る
程
度
明
か
に
し
う
る
。

文
永
期
に
於
け
る
地
頭
方
は
団
地
七
回
丁
余
・
山
島
三
五
九
丁
余
・
旦
畠
十
六
丁
余
、
計
四
五
三
丁
余
の
地
目
構
成
を
も
っ
。
耕
地
の
八
四

引
は
高
地
で
占
め
、
就
中
、
山
由
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
畠
地
に
対
し
大
豆
・
粟
・
蕎
麦
の
雑
穀
が
里
由
三
斗
代
・
山
由
一
斗
代
の
中
小
で
賦
課
さ
れ

（註－－
C

る
外
、
特
殊
貢
納
物
と
し
て
紙
・
漆
等
が
あ
っ
た
。
雑
穀
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
山
間
部
農
員
の
生
産
物
の
中
に
、
よ
り
商
品
化
さ
れ
易
い

紙
・
漆
が
め
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
年
貢
納
入
形
態
が
建
武
期
に
於
て
も
里
村
で
は
四
斗
五
升
代
乃
至
六
斗
五
升
代

の
米
納
で
あ
る
に
対
し
、
高
瀬
村
を
中
心
と
す
る
山
間
部
奥
分
で
は
文
永
期
に
既
に
反
別
一
貫
文
の
銭
納
が
行
わ
れ
て
お
り
、
山
間
部
農
民
間

に
紙
・
漆
等
の
商
品
化
を
媒
介
と
し
た
、
か
な
り
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
を
窺
知
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
頭
分
田
地
の
二
五
拍
は
新
田
で
あ
り

在
地
の
積
極
的
な
開
発
事
情
を
示
唆
す
る
。
本
田
・
新
田
の
地
目
別
に
よ
る
年
貢
斗
代
の
差
は
無
く
、

一
般
に
新
田
斗
代
が
本
田
に
対
比
し
て

低
廉
で
あ
る
の
を
勘
考
す
れ
ば
、
新
田
が
検
注
時
、
荘
園
領
主
か
ら
後
来
的
に
把
握
さ
れ
て
以
降
、
相
当
の
時
間
的
経
過
の
在
っ
た
こ
と
を
窺



わ
せ
る
。

如
上
の
春
在
構
図
を
示
す
地
頭
分
を
中
心
に
、
在
地
農
民
層
の
構
成
的
展
開
に
就
い
て
、
考
察
を
試
み
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、

問
題
と
な
る
の
は
先
記
諸
台
帳
の
解
釈
で
あ
り
、
就
中
、
論
理
的
分
析
を
示
唆
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
文
永
入
年
「
地
頭
方
団
地
実
検
名
寄

帳
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
同
帳
の
書
式
は
次
の
二
型
に
分
類
し
う
る
。

重

行

本成
原

所

半

弥

五

郎

光

依

当
名
主
蓮
阿

二
御
前
薬
師
堂
免

新
中

重
行
・
光
依
を
本
名
書
、
当
名
主
蓮
阿
を
添
書
と
し
本
名
書
・
添
書
を
名
書
と
併
称
す
る
。
次
い
で
弥
五
郎
・
普
阿
弥
を
帳
付
書
と
仮
称
す

｛
誌
五
）

る
。
こ
の
解
釈
に
関
す
る
考
察
は
旧
稿
に
譲
り
そ
の
論
点
を
整
理
し
て
お
く
。
ハ
門
名
書
は
名
を
意
味
し
、
実
質
的
に
は
名
主
を
指
す
と
考
え
ら

一
所
廿
代

善

阿

｛
誌
円
）

弥

れ
る
。
口
帳
付
蓄
は
作
職
所
有
者
を
一
部
す
と
思
わ
れ
、
彼
等
は
記
帳
を
通
じ
て
領
主
か
ら
年
貢
担
当
者
と
し
て
〔
公
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
目
添
書
た
る
当
名
主
は
現
名
主
ぞ
指
称
す
る
。
剛
従
っ
て
同
帳
は
名
主
・
作
職
所
有
者
に
よ
り
構
成
主
れ
て
お
り
、
名
は
原
則
と
し
て
一

名
主
心
所
有
経
醤
権
単
位
で
あ
り
、
品
、
荘
園
制
的
年
貢
公
事
収
取
単
位
で
も
め
っ
た
わ
け
で
、
一
名
一
名
主
体
制
を
想
定
し
た
い
。

一
名
数

名
主
に
よ
る
分
割
所
有
に
窺
わ
れ
る
程
の
名
の
分
解
は
基
本
的
に
は
考
え
難
い
の
で
ゐ
る
。
ま
ず
本
名
蓄
に
記
帳
さ
れ
た
名
主
性
格
の
検
討
よ

り
論
及
し
よ
う
。

（
柱
穴
｝

新
見
庄
に
於
げ
る
名
耕
地
の
形
成
時
期
又
は
開
発
事
情
に
就
い
て
は
開
発
領
主
大
中
国
孝
正
の
名
前
以
外
は
判
明
し
な
い
。
本
名
書
全
体
の

称
厚
が
、
武
忠
・
友
清
・
是
次
の
如
き
只
の
百
娃
ら
し
か
ら
ぬ
所
謂
「
武
士
的
」
称
呼
を
推
測
さ
せ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
同
様
系
譜
の
名
を
推

察
さ
せ
る
。
勿
論
、
凡
て
の
名
が
成
立
期
の
名
田
を
名
前
に
於
て
も
数
に
於
て
も
踏
襲
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
中
に
は
初
期
名
成
立
以
降
、

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

ム
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六
四

後
来
的
に
成
立
し
た
新
名
田
も
在
っ
た
こ
と
と
思
う
。
当
庄
の
名
田
は
、
本
田
新
田
の
地
目
が
あ
り
新
田
が
本
田
検
注
後
新
開
発
に
よ
り
形
成

し
た
団
地
な
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
新
田
存
在
様
態
の
分
析
を
視
角
に
新
名
形
成
事
情
を
窺
う
こ
と
が
或
程
度
可
能
と
思
う
。

新
田
開
発
は
究
極
K
於
て
荘
閏
領
主
に
と
っ
て
の
年
貢
公
事
収
取
の
増
加
と
農
民
の
再
生
産
を
よ
り
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
荘
園
内
部
に

於
て
積
極
的
に
開
墾
が
施
行
さ
れ
た
。
当
庄
に
於
て
も
新
田
は
本
田
の
約
三
分
一
に
達
す
る
面
積
そ
占
め
て
い
た
。
新
田
分
布
構
図
に
窺
わ
れ

る
存
在
属
性
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

新
田
の
一
筆
平
均
面
積
は
約
品
川
二
代
で
あ
り
、
本
田
の
一
反
舟
三
代
と
比
較
し
て
零
細
で
あ
る
。

新
田
の
劣
悪
的
立
地
条
件
を
考
慮
し
て

も
、
開
発
に
投
下
さ
れ
る
資
本
乃
至
労
働
力
の
規
模
の
零
細
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
亦
、
本
田
の
五
八
・
五
併
は
一
宇
抱
持
耕
地
数
三
筆
以

土
の
字
に
集
中
し
、
新
田
耕
地
の
六
五
・
五
%
は
ニ
筆
以
下
の
字
に
分
布
す
る
。
平
均
し
て
本
田
は
一
宇
抱
持
耕
地
ニ
・
四
筆
以
上
、
新
田
は

－
・
七
筆
の
字
に
夫
々
分
布
し
、
相
対
的
に
本
田
耕
地
の
集
合
性
と
新
田
耕
地
の
散
在
性
が
窺
わ
れ
る
。
更
に
新
田
耕
地
は
住
内
・
家
前
等
の

如
、
き
住
屋
存
在
を
示
唆
す
る
字
へ
の
集
約
性
を
示
し
、
且
、
本
田
・
新
田
混
在
の
字
に
多
い
。
従
っ
て
上
述
の
諸
属
性
よ
り
新
田
耕
地
は
本
田

乃
至
住
居
近
傍
の
荒
蕪
地
・
荒
廃
田
を
対
象
と
し
、
開
発
経
営
が
零
細
的
且
分
散
的
で
あ
っ
た
、
即
ち
農
民
が
本
田
耕
作
若
く
は
住
居
に
居
る

｛
註
七
』

種
か
の
余
暇
を
利
用
し
近
傍
の
土
地
を
切
需
式
に
加
墾
し
て
い
っ
た
事
情
を
組
定
さ
せ
る
。

【
註
入
）

団
地
名
寄
帳
に
依
れ
ば
、
新
田
は
本
田
と
並
置
的
に
名
単
位
の
記
載
形
式
を
と
り
、
亦
、
新
田
一
筆
の
耕
地
面
積
の
増
減
は
名
田
規
模
の
増

減
と
照
応
し
て
お
り
（
第
一
表
）
、
開
発
が
名
主
手
づ
か
ら
の
計
両
・
経
営
に
依
っ
て
遂
行
し
た
事
情
を
推
察
さ
せ
る
。
当
圧
の
新
田
一
九
了

中
八
丁
は
ニ
丁
以
上
の
名
田
規
模
の
名
主
が
占
め
、
彼
等
の
新
田
開
発
意
欲
の
旺
盛
さ
を
窺
い
う
る
が
、
亦
、
五
反
以
下
の
小
規
模
名
田
所
持

の
名
主
十
九
人
中
入
人
は
名
内
に
五
O
%
以
上
の
新
田
を
含
有
レ
、
大
概
的
に
名
主
の
所
有
す
る
名
田
規
模
の
零
細
佑
に
逆
応
し
て
新
国
の
占

む
る
割
合
が
増
大
す
る
〈
第
一
表
）
。
不
断
の
新
田
開
発
を
足
場
に
成
長
し
て
来
た
小
規
模
名
主
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
彼
等
名
主
の
系
譜
は
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一

一

一

l

「
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1寸

｜
｜
一
第

数
一

9

9

5

6

3

一
2

一
（

名

一

一

一

回

模

一

5

上

上

上

上

下

一

河

一

以

以

以

以

以

一

f

お

一

汀

巾

視

点

点

一

当

日

名
規
一
；

1

E

］

］

－

32.7 

31.5 

24.5 

26.4 

17.1 

大
規
模
名
主
の
没
落
・
血
縁
分
家
に
依
る
析
出
或
は
隷
属
的
農
民
の
成
長
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
伺

れ
に
せ
よ
、
新
田
の
も
つ
後
来
的
性
格
と
、
そ
れ
が
名
主
自
身
の
経
首
に
成
っ
た
事
情
を
勘
考
す

れ
ば
、
本
来
的
且
大
規
模
名
主
に
肩
互
し
て
白
か
ら
新
名
を
形
成
し
た
新
田
名
主
の
杏
在
を
指
摘

出
来
よ
う
。

第
二
表
の
如
く
新
田
名
主
の
名
屋
敷
は
内
検
慢
に
は
殆
ど
記
載
さ
れ
ぬ
場
合
が
多
い
。
屋
敷
の

名主の名田規模と新田比）

公
的
把
握
は
在
家
役
賦
課
単
位
と
し
て
の
存
在
を
意
味
し
、
本
在
家
に
対
し
て
、
未
把
握
の
屋
敷

が
後
来
的
且
副
次
的
に
把
握
さ
れ
て
脇
在
家
の
存
在
。
竺
小
す
事
日
略
的
想
起
す
れ
ば
、
新
田
名
主
の

屋
敷
無
記
載
も
彼
等
の
後
来
性
ぞ
示
す
支
証
と
な
ら
う
。
か
か
る
新
田
名
主
と
し
て
念
法
・
助
房

等
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

如
上
の
新
田
形
成
に
依
り
新
名
主
と
し
て
出
現
し
た
時
点
を
何
時
に
遡
及
す
る
か
不
明
で
あ

｛註一

ov

る
。
当
圧
で
は
「
両
三
年
之
土
貢
被
許
之
（
中
略
）
是
尋
常
之
風
儀
、
所
務
之
通
例
」
と
し
、
先

記
の
如
く
年
貢
斗
代
に
地
目
差
が
無
い
点
か
ら
相
当
の
時
間
的
経
過
を
推
測
さ
せ
る
。
新
名
と
想

定
し
た
節
岡
・
出
雲
の
各
名
に
は
夫
々
叉
二
郎
、
小
太
郎
の
当
名
主
の
添
書
を
有
す
る
た
め
、
新

名
形
成
時
期
は
当
名
主
が
添
書
を
う
け
る
以
前
、
後
述
す
る
当
名
主
的
名
主
出
現
以
前
に
位
置
付

け
得
る
。
表
に
見
る
如
く
、
新
名
と
想
定
し
た
名
の
称
呼
が
「
武
士
的
」
称
呼
で
あ
り
、
新
国
一
筆

耕
地
面
積
が
名
田
面
積
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
主
が
未
だ
経
営
よ
り
遊
離
せ
ず
名
主
職

の
得
分
権
佑
が
普
遍
化
し
な
い
時
点
に
於
げ
る
新
名
形
成
時
期
を
考
え
て
い
る
。
新
田
名
主
の
無

屋
敷
性
と
武
士
的
称
呼
か
ら
名
主
の
血
縁
分
家
に
依
る
析
出
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
名
田
経
営
と
所
有
の
未
分
離
の
時
期
に
出
現

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

六
五



備中国新見庄の名主

新田名主名｜総名問自規模｜ 名 仔l分 ｜｜新国分｜含畠ま地ぬ名を｜所屋持敷数民字「も屋つ敷名」i経鋼 製常

丁反代l 丁反代｜反代
育 久 ・ I z. I .1. 5. C 

吉 延 1. 20. 1. 20. .1. 。 C 

念 法 3. 3. .3. 。 A 

助 房 4. 5. 4. 5. . 3. 35. 。 B 

清 遠 18. 4. 10. 4. 20. .3. 20. 。 C 

赤 子 10. 6. 20. 7. 40. .6. 40. C 

節附叉二郎 13. 4. 1. 25. .1. 25. 1 A 

木 Fニ1 9. . 15. 18. . 2. . 81: .1. 10. 81 B 

路、 七 .18. 3.叩＂ I・ 1. 45. ,, B 

fl＼袋小太郎 1. . 30. 1. . 30. 4. 20 0 B 

し
、
本
来
的
名
主
と
肩
互
的
存
在
と
し
て
名
寄
帳
に
記
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
六

而
し
て
彼
等
が
本
来
的
大
規
偵
名
主
と
如
何
な
る
身
分
的
従
属
関
係
を
も
っ
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
例
え
ば
惣
領
制
的
規
制
を
受
け
て
い
た
か
否
か
全
く

｛
位
十
二

推
測
の
域
を
出
な
い
。

異
っ
た
発
現
姿
相
を
呈
す
る
新
名
主
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

名
主
の
名
田
経
営
の
変
佑
に
対
応
し
名
主
自
身
変
容
を
遂
げ
、
新
田
名
主
と

新｜日名主存在状態）（第2ぷ

註註殺
人

前
節
註
一
論
文
参
照

「
備
中
国
新
見
庄
史
料
」
所
収
0

・
十
二
・
三
三
号
文
書

史
料
三
三
号
文
書
一
二
五
・
一
二
八
頁

史
料
八
号
文
書
一
一
一
良
・
一
二
頁
の
抄
記
で
あ
る
。

拙
稿
「
新
見
庄
の
名
体
制
」
（
九
州
史
学
二
所
収
）
参
照
。

史
料
三
九
号
文
書
「
い
い
尊
契
約
状
築
」

制
稿
「
新
見
庄
に
於
げ
る
新
旧
と
農
民
」

三
頁

一
点
清

手
樽

新
下

坂
本
塁

本

（
以
下
史
料
と
味
ぶ
）
八
・
九
・
十
・
十
一

設計．註註註
七六五凶三

（
九
州
史
学
九
）
参
照
。
一
一
一
一
頁

一
所
十
代

源
内

一
所
二
反
竹
代

同
人

（
中
略
）

以
上
川
反
山
市
五
代

新

田

十

代



註
九

十
品
目
岡
反
品
川
五
代

豊
出
武
氏
「
初
期
封
建
制
下
の
農
村
」
（
日
本
社
会
史
の
研
究
所
収
）

六
三
｜
｜
七
五
頁

（ 

ー

一、、J

註
十
史
料
一
一
九
号
文
書
「
明
徳
二
年
間
事
評
議
条
々
」

註
十
一
本
節
註
七
論
文
二
一
｜
｜
二
七
貰
参
照
。

新
聞
名
主
を
含
hu
名
主
の
名
田
経
営
に
於
け
る
動
態
的
姿
相
に
就
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
ま
ず
、
団
地
名
寄
帳
記
載
の
書
式
に
依
っ
て
文

（註一
v

永
八
年
時
の
名
旧
経
営
様
式
は
以
下
の
三
型
に
類
別
し
う
る
。

て
正
作
経
営
を
行
っ
て
い
る
者
と
考
え
ら
れ
る
。

（A
）
名
書
及
び
自
名
の
全
部
の
帳
付
書
に
名
前
が
記
載
さ
れ
る
者
は
自
名
全
部
に
就
い

τ依
然
と
し
て
自
己
所
有
の
労
働
力
を
基
幹
と
し

（
こ
れ
を
自
作
名
主
と
仮
称
す
る
）

自
名
の
帳
付
替
に
名
前
を
有
す
る
部
分
に
の
み
正
作
経
営
を
行
い
、

（
地
主
兼
自
作
名
主
と
一
恒
三

3

6

5

4

－ω両一

1

3

3

l

o

o

－
型

3

5

一
類

i
l
l
i
t－
－

i
l－
－

$
0
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
J
E
r
 

2

3

1

8

↑
経

］

一

と
一
模

1

3

一
2

一
説

一
1

一
名

一
表

上

一

側

一

頃

（B
）
名
誉
及
び
白
名
の
一
部
の
帳
付
警
に
名
請
す
る
者
は
、

他
の
部
分
は
他
人
に
前
作
さ
せ
加
地
子
収
取
を
行
っ
て
い
る
者
と
考
え
ら
れ
る
。

一

f

一
2

3

7

2

－
a

－zn

－
 

一
：
一
主
主
一

2

3

1

1

2

6

2

1

一
〈
地
名
一

一

一

昨

帆

h
h
’一

一B
E

J

1

2

3

4

1

一
面
白
一

一－
117ド一二一

一
A
R創一

3

2

1

極

や

一

上

上

上

上

上

上

上

上

↑

齢

、

軒

一

以

以

以

以

以

以

以

以

付

加

＼

引

一

町

灯

訂

灯

汀

町

灯

汀

＼
名
一

2

2

1

1

1 1 

5 

4 

1 

2 

11 

1 

1 

1 

3丁以上

2.7丁以上

2.4丁以上

2.1丁以上

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

2 1 1 1.8丁以上

1. 5丁以上

1 1 1.2丁以上

六
七



備
中
国
新
見
庄
の
名
主

ノ＼

八

（C
）
名
香
に
の
み
名
前
を
も
ち
、
帳
付
書
に
名
請
せ
ぬ
者
は
原
則
と
し
て
自
名
を
請
作
経
営
に
解
体
し
た
加
地
子
収
取
の
名
主
に
転
佑
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
地
主
名
主
と
仮
称
す
る
）

自
作
名
主
が
二

O
M初
で
あ
る
に
対
し
、
半
数
を
占
め
る
名
主
は
加
地
子
収
取
に
依
存
す
る
地
主
名
主
で
あ
り
、
然
も
之
に
名
聞
の
一
部
を
請

作
に
解
体
し
た
地
主
兼
自
作
名
主
の
ゴ
一

O
%を
加
算
す
れ
ば
、
文
永
入
年
の
新
見
庄
地
頭
分
に
於
て
は
入

O
%の
名
主
が
自
名
経
営
の
方
式
を

請
作
経
営
に
解
体
さ
せ
つ
つ
あ
る
事
情
を
察
知
す
る
の
で
あ
る

Q

各
々
の
自
名
凹
経
蛍
方
式
別
に
名
主
の
階
層
構
成
を
見
れ
ば
、
加
地
子
名
主

の
菩
在
範
囲
は
各
名
主
階
層
を
通
じ
て
普
遍
的
で
あ
る
。
就
中
、
十
四
丁
以
上
の
大
組
問
名
主
の
全
て
が
、
土
地
を
作
職
所
有
者
に
割
分
請
作

さ
せ
る
方
式
ぞ
と
る
に
対
し
て
、
小
規
棋
名
主
は
自
作
経
営
に
執
す
る
と
い
う
在
在
状
態
で
あ
る
（
第
三
表
）
。
換
言
す
れ
ば
よ
＼
名
主
の
白
名

国
経
営
方
式
に
於
て
そ
の
両
極
に
は
最
大
極
と
し
て
の
地
主
名
主
と
、
最
小
極
と
し
て
の
自
作
名
主
の
在
在
が
組
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
然
も

名
主
の
多
く
が
階
閣
に
闘
係
な
く
、
経
醤
よ
り
遊
離
し
つ
つ
白
か
ら
は
加
地
子
得
分
収
取
に
経
済
源
を
求
め
ん
と
す
る
地
主
（
加
地
子
）
名
主

に
昇
華
し
て
ゆ
く
変
容
を
迩
づ
け
得
る
の
で
あ
る
。

次
に
名
主
の
農
業
経
営
の
実
態
に
就
い
て
分
析
を
試
み
る
。
十
三
位
紀
末
に
於
げ
る
農
業
経
営
に
従
事
す
る
農
民
の
一
人
当
り
の
耕
作
能
力

ぞ
三
反
と
し
、
一
家
族
に
四
人
の
労
働
人
口
を
含
有
す
る
と
す
れ
ば
、

｛註

ι｝

定
し
う
る
c

地
頭
分
名
六
十
名
中
十
人
名
即
ら
三
O
M
W
は
一
丁
二
度
未
満
で
あ
る
。

一
家
族
の
自
家
労
働
力
に
依
る
可
耕
最
大
面
積
は
一
丁
二
反
程
度
と
算

自
余
の
四
二
名
即
ち
七

o
u
wは
一
家
族
以
上
に
瓦
る
数

箇
の
複
合
家
族
に
相
当
す
る
労
働
人
口
を
以
て
農
業
経
営
ぞ
維
持
し
て
い
た
事
情
を
推
察
さ
せ
る
。
勿
論
、
自
家
所
有
外
労
働
力
の
介
在
即
ち

請
作
関
係
を
考
慮
せ
ね
ば
な

G
ぬ
が
、
名
主
の
自
家
労
働
力
は
数
家
挟
グ
ル
ー
プ
の
集
合
に
依
り
構
成
さ
れ
、
名
主
的
統
制
下
に
名
経
営
に
従

事
し
て
い
た
で
ゐ
ら
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
を
「
地
頭
方
山
里
畠
内
検
取
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
「
屋
敷
内
」

「
屋
敷
」

「
垣
内
」
の
視

角
か
ら
検
討
し
て
見
る
。
此
等
は
総
計
一

O
五
筆
に
記
載
お
れ
、
一
二
七
名
に
分
布
し
て
い
る
。
地
頭
分
惣
名
に
幼
い
て
記
載
さ
れ
ぬ
理
由
は
判

（
誌
冗
｝

明
せ
ぬ
が
、
屋
敷
所
持
の
名
主
の
殆
ん
ど
が
二
丁
七
反
以
上
の
名
甲
屈
を
保
有
し
て
お
り
、
彼
等
は
地
頭
分
名
主
の
中
で
い
わ
ば
巾
限
的
階
層



以
上
に
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
、
屋
敷
な
る
称
略
が
農
村
内
部
で
の
相
当
の
大
邸
宅
を
指
称
し
、

【
誌
・
｝

一
般
農
民

ω小
屋
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
事

考
え
ら
れ
る
が
推
測
の
域
を
出
な
い
。

情
、
更
に
は
公
的
把
握
の
屋
敷
が
在
家
役
負
担
単
位
の
帯
在
で
あ
る
等
を
併
考
す
れ
ば
、
屋
敷
所
持
の
名
主
が
或
は
在
家
役
納
入
の
名
主
と
も

「
屋
敷
内
」

「
星
敷
」

「
垣
内
」
の
面
積
は
一
反
乃
至
二
反
の
範
囲
に
集
約
し
て
い
る
が
、
最
大
入
反
最
小
五
代
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。

｛
註
八
）

比
等
は
荘
園
領
主
よ
り
園
地
・
畠
地
・
家
の
統
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
農
業
経
営
の
中
核
を
構
成
す
る
。
従
っ
て
名
内
に
於
け
る
屋
敷
数
を
調

査
す
れ
ば
名
経
嘗
に
従
事
す
る
農
業
経
営
体
の
箇
数
を
算
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

早一一記誠一リ I~ 孟敷内 1所 1反半 開叉ゴBI£ 
: 1137 ：屋敷内 11側代 悶←次郎｜震

1138 ！屋敷内 3i9r l反 同惣三郎｜解

: 了品ヤカキ 3fftr 3反 同源内 i長
: I司J9i！：：昼敷内 1所10代 同源内 i~

1150 _ l__ii1l 所 1所附 同玉虫B__ ！長
敷
数
を
算
定
し
7こ

1148 

1149 

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

「
屋
敷
内
」

「
山
里
島
内
検
取
帳
」
は
思
閥
と
い
う
制
約
を
有
す

「
屋
敷
」
等
を
一
名
内
に
ニ
筆
以
上
有
し
貝
そ
の
記
載
に
就
い
て
は
、
同

一名内に検注筆順が連続的なるものと然、りざ検注~J頃 百己 載 事 項

1256 屋敷内 l所1反30代間藤凶郎

四｜屋敷内 1j升1反ぬ代岡藤平二

12氾8 I 属敷内 l汐j'40代 同

1294 I 星島屋敷内 1 )9140代 同平IJ4郎

日23 ！屋敷内 l 1升1反半 同惣六

1324 I屋敷内 1所2反附同安大夫

ω ｜民敷内 119r3o代 同議＝阿ミ

（第4表：鈴上名屋敷）

（第5表：消国名民放）

る
も
の
と
あ
る
。
連
総
的
筆
順
を
と
る
一
群
を
以
て

同
一
一
屋
敷
と
解
し
た
。
例
え
ば
鈴
上
・
出
国
の
屋
敷

数
は
前
者
を
三
・
後
者
を
四
と
数
え
、
夫
々
が
一
農

業
経
営
体
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
第
六
去
は

農
業
経
営
休
単
位
た
る
名
届
敷
の
数
と
名
主
の
名
田

経
皆
様
式
と
の
相
関
位
を
二
八
名
（
此
の
数
値
は
名

屋
敷
所
持
名
主
で
名
目
ぞ
所
有
し
て
い
る
者
即
ち
名

田
経
営
様
式
が
把
握
し
う
る
名
主
の
数
で
あ
る
）
に

就
い
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
作
名
主
の
多
く
が
一
屋
敷
所
持
で
あ
る
に
比
較

/, 

ゴし
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七。

し
て
、
自
名
を
講
作
経
営
に
解
体
さ
せ
た
加
地
子
名
主
の
中
に
は
三
乃
至
七
筒
の
屋

敷
を
白
名
内
に
所
持
す
る
。
大
般
的
に
名
主
の
正
作
経
営
の
解
体
に
照
応
し
て
屋
敷

（第6米：名屋敷と名田経営様式）

数
が
増
加
す
る
傾
向
を
呈
す
る
。
亦
、
一
屋
敷
平
均
面
積
は
ニ
反
前
後
で
各
経
営
様
式

を
通
じ
て
ほ
ぼ
同
規
横
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
名
主
の
名
問
畠
総
面
積
を
屋
敷
数
で
割

っ
た
商
即
ち
屋
敷
住
人
が
そ
の
名
の
み
の
農
業
経
営
に
従
事
す
る
と
解
釈
し
た
時
の

一
屋
敷
当
り
の
経
営
面
積
は
、
白
作
名
主
の
七
了
三
反
代
・
自
作
兼
地
主
名
主
の
五
丁

五
反
代
・
地
主
名
主
の
四
丁
三
反
代
と
経
営
様
式
の
変
伯
に
照
応
し
て
一
丁
二
反
乃

至
一
丁
八
反
程
度
の
差
額
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
比
等
一
一
屋
敷
の
経

営
面
積
を
ん
仔
在
可
能
な
ら
し
め
る
労
働
要
員
は
、

一
人
平
均
三
反
の
可
耕
極
力
の
所

持
と
す
れ
ば
自
作
名
主
が
二
四
・
六
人
、
地
主
兼
自
作
名
主
が
一
八
・
八
人
、
加
地

子
名
主
が
一
四
・
三
人
と
な
り
、

一
屋
敷
が
数
家
族
グ
ル
ー
プ
の
針
働
力
に
依
り
構

族
・
四
・
七
家
族
・
三
・
六
家
族
と
な
り
、
自
作
経
首
が
請
作
に
解
体
す
る
に
つ
れ
て
家
族
グ
ル
ー
プ
数
の
減
少
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
七
表
）
。

成
さ
れ
て
い
る
事
情
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
記
計
算
に
従
え
ば
六
・
一
家

加
地
子
名
主
の
場
合
、
散
在
耕
地
経
営
に
於
け
る
散
在
屋
敷
（
H
田
屋
）
の
性
格
を
屋
敷
が
濃
厚
に
有
す
こ
と
、
更
に
は
前
掲
の
労
働
要
員
数

に
は
屋
敷
外
農
民
の
請
作
労
働
力
巻
包
含
す
る
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
自
作
経
営
の
解
体
に
伴
な
ふ
屋
敷
数
の
増
大
と
釘
働
人
口
の

減
少
、
自
作
名
主
の
殆
ん
ど
が
一
屋
敷
所
持
者
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
同
一
屋
敷
に
於
て
諮
作
経
営
の
普
通
佑
に
伴
っ
て
複
合
的
乃
至

大
家
族
的
経
営
が
漸
次
解
体
へ
指
向
し
つ
つ
在
っ
た
事
情
を
窺
い
え
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
等
の
名
田
畠
所
有
面
積
は
二
丁
七
反
以
上
の
大

ハ
2
4
0）

規
模
所
有
で
あ
り
、
且
、
そ
の
耕
地
は
数
ケ
所
へ
分
散
し
て
お
る
。
か
か
る
脊
在
耕
地
の
経
営
に
は
、
所
在
耕
地
近
傍
の
農
民
に
請
作
さ
せ
る
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か
、
亦
は
自
己
の
家
族
乃
至
家
内
隷
属
的
農
民
を
必
要
時
期
に
其
の
地
の
田
崖
な
ど
に

住
居
せ
し
め
耕
作
さ
せ
る
と
い
う
経
営
手
段
を
と
る
以
外
は
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
名

回
の
散
在
性
と
大
規
模
所
持
性
自
体
に
名
主
の
複
合
的
乃
至
大
家
族
的
経
営
体
の
解
体

が
内
在
し
て
い
る
と
帰
結
し
う
る
の
で
あ
る
。
名
主
が
経
営
の
拡
大
を
意
図
す
れ
ば
、
即

ち
散
在
性
と
大
規
模
性
の
拡
大
は
よ
り
多
く
そ
の
解
体
度
を
促
進
さ
．
せ
る
こ
と
を
意
味

（第7表：名古屋の経営規模）

す
る
。
此
れ
は
反
面
、
会
主
の
下
で
駆
使
さ
れ
て
い
る
隷
属
的
農
民
が
作
職
所
有
者
と

し
て
出
現
す
る
可
能
性
告
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
体

へ
の
促
進
と
出
現
へ
の
可
能
性
と
は
、
生
産
力
の
発
展
に
対
応
し
て
農
民
の
再
生
産
が

よ
り
可
能
に
な
れ
ば
な
る
程
、
加
速
佑
す
る
こ
と
は
言
を
侯
ぬ
で
あ
ら
う
。

加
地
子
名
主
へ
の
昇
華
に
照
応
し
て
そ
の
経
営
内
部
で
は
漸
次
的
に
複
合
的
乃
至
大

家
族
的
経
営
体
が
解
体
す
る
こ
と
を
観
察
し
た
が
、
更
に
「
屋
敷
内
」
構
成
農
民
に
就

い
て
此
れ
を
検
討
し
て
み
る
。

名
田
経
営
類
型
に
於
け
る

「
自
作
名
主
」

の

「
屋
敷

内
」
名
請
状
況
は
第
八
表
の
如
く
名
主
自
身
の
名
斗
別
で
あ
り
、
加
地
子
収
取
経
営
を
行

う
名
主
の
「
屋
敷
内
」
が
名
主
以
外
の
作
職
所
有
農
民
に
依
っ
て
名
請
さ
れ
て
い
る
の

と
対
蹄
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
作
名
主
の
屋
敷
内
部
に
於
て
は
、
自
名
経
営
を
詩
作
へ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

解
体
さ
せ
つ
つ
あ
る
名
主
に
比
較
し
て
家
族
グ
ル
ー
プ
の
分
解
が
よ
り
緩
漫
で
あ
る
こ

（第
5
表
）
先
表
の
加
地
子
名
主
清
国
の
屋
敷
の
如
く
、
同
一
名
屋
敷
は
数
筆
に
て
記
帳
さ
れ
、
数
人
の
作
職
所
有
者

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

に
依
り
分
割
名
請
さ
れ
て
い
る
。
之
等
作
職
所
有
農
民
に
就
い
て
一
一
白
え
ば
、
荘
園
領
主
よ
り
「
屋
敷
内
」
の
島
地
年
貢
担
当
者
と
し
て
公
的
寄

七
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｜漆18本皇畠屋敷内
｜桑3本

「｜中
屋｜桑8本
敷 l
L__ I 

と
並
置
的
存
在
と
し
て
ー「

家
Lー

が
記
載
さ
れ
る

徳
永
名
(!) 

字
t乙
は

屋
敷
前

屋
敷
後

家
北

屋

久

忠
1所 1反国

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

1 ?fr「1反節岡叉二郎

上

念
半仏］ 1 敷屋

「
畠
内
検
取
帳
」
に
は
、

1所 30代 大

屋敷内

屋敷内

1 ?fr 5代三郎大夫屡歎 跡

同

同

七

在
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
此
の
こ
と
は
嘗
て
の
名
主
屋
敷
内
を
構
成
し

1所 8反

1月「「 4反

て
い
る
複
合
的
乃
至
大
家
族
的
家
族
グ
ル
ー
プ
が
屋
敷
内
所
有
者
た
る
名
主

ω加
地
子
得

（第8表：自作名主の屋敷名縞記載）

分
収
取
者
へ
の
昇
華
に
対
応
し
、
分
解
を
遂
げ
て
い
っ
た
結
果
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る

「
田
地
実
検
名
寄
帳
」
に
依
れ
ば
、
加
地
子
名
主
た
る
助
宗
の
名
屋
敷
一
反
が
「
屋

（註
4

二

但
二
人
半
宛
」
と
記
載
さ
れ
た
如
く
、
廿
五
代
づ
っ
二
人
の
農
民
に
よ
っ
て

屋敷 内

屋敷内

敷

反

分
割
さ
れ
て
い
る
の
も
如
上
の
推
察
を
首
肯
さ
せ
る
で
あ
ら
う
c

如
上
の
考
察
に
よ
っ
て
十
三
世
紀
頃
の
新
見
庄
に
於
て
は
、
名
主

ω名
田
経
営
は
生
産

力
の
発
展
に
伴
う
剰
余
生
産
物
の
増
大
に
対
応
し
、
名
主
は
次
第
に
経
皆
よ
り
遊
離
化
し

加
地
子
名
主
ヘ
昇
華
す
る
に
従
っ
て
、
従
前
の
大
家
族
的
乃
至
複
合
的
家
族
グ
ル
ー
プ
も

漸
次
分
解
し
て
ゆ
き
、
屋
敷
内
が
数
筆
に
分
割
さ
れ
る
変
容
を
呈
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

敷
上
等
、
光
重
名
に
は
家
東
・
家
前
・
家
上
等
の
呼
称
が
あ
っ
て
「
屋
敷
」

「
家
二
宇
論
之

一
所
五
代

「
家
」
が
田
畠
検
注

ω標
点
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
「
家
」
自
体

（
註
一
一
ご

同
法
一
」
と
重
久
名
法
一
の

に
就
い
て
の
記
載
は
ニ
例
し
か
な
く
、

重
久
法
こ

「
家
九
石
堂

一
所
品
川
代

名
請
に
な
っ
て
い
る
。
家
は
屋
敷
に
比
べ
て
小
規
槙
な
経
営
体
で
あ
り
、
家
一
宇
は
単
婚
家
族
の
経
営
を
想
定
さ
せ
る
。
前
述
の
届
敷
と
家
と

の
関
係
は
当
庄
の
場
合
不
明
で
あ
る
。
屋
敷
内
名
請
農
民
の
多
く
は
作
職
を
一
丁
五
反
以
上
も
集
積
し
て
お
い
一
戸
の
規
肢
か
ら
名
梢
農
民
の

経
営
内
部
に
隷
属
的
耕
作
者
乃
至
複
合
的
家
族
を
抱
括
す
る
事
態
が
推
測
さ
れ
る
。
亦
、
経
営
維
持
に
単
婚
家
族
以
上
の
労
働
人
山
を
必
要
と

【
註
一
門
）

す
る
一
丁
五
反
以
上
の
作
職
所
有
者
が
地
頭
分
に
は
百
名
も
存
在
す
る
乙
と
、
更
に
は
重
久
名
法
一
の
下
に
数
字
が
把
握
さ
れ
て
い
る
等
を
勘

案
ず
れ
ば
、
家
が
今
猶
、
名
主
乃
至
作
職
所
有
者
に
依
っ
て
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
従
っ
て
、
所
謂
「
小
規
模
農
民
経
営
」
の
成



立
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先
記
の
名
主
屋
敷
の
分
解
後
、
再
度
的
分
解
過
程
を
経
過
し
、
家
の
独
立
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
思
考
し
う
る
の
で
あ
る

Q

註
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拙
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「
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州
史
学
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郎
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五
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エ
工

p
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少
可
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白
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腕
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上
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氏
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期
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所
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三
二
九
頁
註
三
参
照
。

（
中
悦
社
会
の
基

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

註
六

｜名主階層 IJ~
1ぬ丁以上｜

120丁以上i
11了以上

5丁以上i

2丁以上1

M 以上1

6反以上l

l竺竺ト

13 

8 

例。

（霊魂意義）

（
近
吉
・
光
蓮
同
一
人
。
弥
太
郎
不
明
）

清
水
三
男
氏
「
日
本
中
帆
の
村
落
」
一
二
九
頁

第
一
節
註
九
論
文
参
照

二
八
名
と
は
是
次
・
宗
清
・
助
久
・
為
末
・
近
土
ロ
・
宗
道
・
国
忠
・

節
悶
・
武
久
・
成
沢
・
貞
清
・
則
元
・
為
山
部
・
依
実
・
助
依
・
赤
子

・
鈴
上
・
大
上
・
貞
成
・
清
国
・
清
遠
・
重
延
・
仏
念
・
三
郎
大
夫

．
重
久
・
正
恒
・
光
依
・
・
友
貞
で
あ
る
。

三
好
基
之
氏
「
十
三
・
四
世
紀
備
中
国
新
見
庄
に
お
け
る
布
地
の
変

化
に
つ
い
て
」
（
史
学
研
究
六
九
号
所
収
）
二
O
f
一
二
頁

註
十
一
史
料
八
号
文
書
一
九
頁
下
段

註
十
二
史
料
九
号
文
書
七
七
頁
下
段

註
十
三
小
太
郎
・
藤
二
郎
・
石
見
・
宗
遠
・
弥
三
郎
・
惣
コ
一
郎
・
四
念
・

二
郎
三
郎
・
弥
五
郎
・
叉
二
郎
・
安
大
夫
・
弥
二
郎
・
日
教
・
左
近

一
一
郎
等
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

註
十
四
三
浦
圭
一
氏
「
備
中
国
新
見
庄
の
商
業
」

所
収
）
一
一
二
頁
五
表
参
照
。

設註註
九八七

註
十

（
日
本
史
研
究
二
九
号

七



備
中
国
新
見
庄
の
名
主

七
回
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前
節
で
考
察
し
た
名
主
の
名
田
経
営
の
変
佑
を
進
展
さ
せ
た
の
は
、
生
産
力
の
発
展
を
基
軸
に
漸
次
的
に
成
長
し
て
来
た
嘗
て
の
名
主
経
蛍

下
に
従
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
農
民
層
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
「
酉
万
正
検
畠
取
帳
」
に

｛
践
ご

ニ

反

廿

成

松

延

清

是
ハ
古
帳
ノ
田
坪
也
一
反
什
成
松

~ 

と
登
録
さ
れ
た
延
清
の
如
く
作
職
所
有
者
と
し
て
名
請
を
行
う
こ
と
に
依
り
、
荘
園
制
的
収
取
組
織
の
中
に
年
貢
担
当
者
と
し
て
名
主
と
倶
に

荘
園
領
主
か
ら
重
層
的
に
把
握
編
入
さ
れ
公
的
存
在
と
し
て
姿
を
見
せ
る
。
作
職
乃
至
名
主
職
の
性
格
に
就
い
て
論
及
し
て
お
く
。

「
山
里
菌

内
検
帳
」
に
依
れ
ば
、

問

所

一
一
附
州
代

為

r三＝’刀て

ウ
ツ
ヲ
谷

一
所
十
代

日リロ只

フロ

同

所

）
所
廿
代

同

一
一
郎
太
夫

所長ち
需J

同

浄

円

一
所
一
反
品
川
代

同
為
宗
与
則
元
論
之

註

大
コ
ク
平

一
所
三
皮

同

と
見
え
、
作
職
所
有
者
と
し
て
浄
円
が
名
請
し
て
い
る
大
コ
ク
平
三
反
は
為
宗
、
則
元
の
論
地
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
従
っ
て
大
コ
ク
平
の
土

地
に
は
為
宗
（
若
く
は
則
元
）
と
浄
円
が
重
層
的
に
権
益
を
設
定
レ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
の
権
益
が
上
級
所
有
権
な
ら
ば
、
後
者
の
そ



れ
は
下
級
所
有
権
で
あ
ら
う
。
為
宗
、
則
一
万
は
団
地
名
寄
帳
に
は
名
主
と
し
て
明
記
さ
れ
る
。
先
掲
史
料
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
、
浄
円
の
も

つ
下
級
所
有
権
即
ち
作
職
が
上
級
所
有
権
者
即
ち
名
主
二
人
の
相
論
に
拘
ら
ず
設
定
さ
れ
た
記
載
形
態
を
も
っ
事
実
で
あ
る
。
此
は
作
職
が
名

主
職
相
論
と
関
係
な
く
確
立
し
て
お
り
、
所
謂
「
臓
の
分
佑
」
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
名
主
職
の
内
容
も
次
第
に
得
分
権
化
し
加
地
子

名
主
職
に
転
佑
し
て
い
る
事
態
を
想
定
さ
せ
る
。
此
の
加
地
子
名
主
職
成
立
に
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
、
二
毛
作
の
普
及
・
生
産
技
術
の
発
達
・

耕
地
面
積
の
増
加
等
に
示
さ
れ
る
農
業
生
産
力
の
発
展
に
基
ず
き
剰
余
生
産
物
の
増
加
に
よ
る
農
民
の
再
生
産
を
可
能
な
ら
し
め
た
事
情
、
文

永
八
年
に
は
高
瀬
村
を
中
心
と
し
て
年
貢
が
銭
納
佑
さ
れ
た
事
実
に
窺
わ
れ
る
貨
幣
経
済
の
農
村
内
部
へ
の
浸
透
等
の
事
情
が
基
底
に
在
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

作
職
所
有
者
の
系
譜
は
大
別
し
て
付
名
主
届
自
身
の
分
解
同
名
主
の
隷
属
的
農
民
の
臼
立
佑
の
二
経
路
に
要
約
さ
れ
む
コ
）
前
者
。
例
を
経
済

（
諮
問
｝

的
分
解
の
結
果
、
紀
六
郎
名

ω名
主
よ
り
貞
次
名
作
職
所
有
者
へ
転
落
し
た
紀
六
郎
に
見
る
が
、
血
縁
的
分
解
に
就
い
て
は
史
料
的
に
発
見
出

来
ぬ
。
但
し
、
先
節
で
述
べ
た
如
く
名
主
の
町
一
山
首
を
構
成
す
る
複
合
的
乃
至
大
家
族
的
家
族
の
分
解
金
勘
案
す
れ
ば
相
当
数
の
血
縁
分
家
に
よ

る
作
職
所
有
者
の
析
出
を
推
測
す
る
。
後
者
は
い
門
十
郎
・
源
五
郎
・
弥
五
郎
等
の
下
人
口
名
主
屋
敷
を
割
分
名
請
し
た
親
類
下
人
的
農
民
・
家

『
註
九
｝

の
住
人
等
の
如
く
名
主
経
営
下
に
於
け
る
下
人
の
土
者
化
の
進
行
と
直
接
的
耕
作
者
の
自
立
化
の
コ

l
ス
に
分
ら
う
る
c

而
し
て
作
職
所
有
者

の
所
有
作
職
規
棋
が
減
少
す
る
に
つ
れ
新
田
作
臓
の
占
め
る
比
重
が
漸
増
し
て
お
り
、
彼
等
の
成
長
に
新
田
開
発
を
媒
介
と
し
た
事
情
の
在
つ

た
こ
と
は
看
過
出
来
ぬ
で
あ
ら
う
（
第
九
表
）
。
作
職
所
有
者
の
存
在
形
態
は
正
作
経
営
を
基
本
的
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
規
制

作
職
所
有
者
の
中
に
は
複
合
的
乃
至
大
家
族
的
家
族
を
内
包
し
て
お
り
、
亦
、
弥
太
郎
、
兵
庫
の
如
く
先
記
の
下
人
、
宏
一
久
名
法
一
の
如
く
家

の
住
人
等
を
保
有
し
自
家
労
働
力
の
填
補
と
し
て
、
或
は
作
職
所
有
農
民
に
請
作
さ
せ
加
地
子
縛
分
収
取
を
行
う
主
久
名
円
内
ん
い
｝
如
、
き
者
も
見

ら
れ
る
。
亦
、
島
内
検
取
帳
に
依
れ
ば

「
同
所

二
所

一
反
廿
代
十
郎
弥
太
郎
下
人
」

「
家
ニ
字
論
之

一
所
五
代

同
法
一
」

と
ゐ
つ

て
、
下
人
が
主
人
と
別
箇
の
経
営
を
行
う
公
的
農
民
と
し
て
、
或
は
作
職
所
有
者
の
下
で
五
代
の
白
地
占
有
権
を
係
争
す
る
程
に
家
の
佐
人
の

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

七
五



街
中
国
新
見
庄
の
名
主

19.0 

総回地作職
集計

丁反代
7. 9. 45 

15 9. 内

O

Q

d

2

1

 

人
数

3 

17 

作職所有
規模

2丁以上

1丁以上

25.4 

36.6 

（第9表：作験所有者と新田比）

It~有者署｜
安二郎 ｜霊行、貞次、軍光、消国

藤二郎 1木戸、成沢、友氏、助依、赤子、唯八

郎 i；友点、清速、木戸、神坂、光依、清園、重久

｜為；.t.J-、武清、時帽、武久、助久、近育、則元、鏡

弥三郎 ｜為宗、得永、助宗、武久、霊行、則元、赤子

呼称の名請名

十

清二郎

七
六

占
有
耕
地
に
対
す
る
権
益
が
強
化
さ
れ
て
い
る
等
に
窺

わ
れ
る
如
く
、
作
職
の
内
容
も
単
な
る
耕
作
権
を
意
味

す
る
ピ
け
で
な
く
加
地
子
を
徴
収
す
る
得
分
権
を
内
包

（第10表：散り懸的作脈所有者）

し
ピ
し
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
作
職
所
有

門
註
七
】

者
即
作
人
（
直
接
耕
作
者
を
意
味
す
る
）
と
は
必
ず
し

20 1. 28 

85 

も
－
一
－
一
向
え
無
く
な
っ
て
い
る
一
事
情
を
推
察
さ
せ
る
。

高
尾
一
彦
民
は
名
寄
帳
の
書
式
か
ら
名
主
支
配
下
の
農

民
の
類
型
化
を
試
み
ら
れ
、
名
主
へ
の
隷
属
性
に
就
い

て
四
段
階
を
設
定
さ
れ
た
古
川
内
家
内
下
人
口
名
子
日
小

作
農
岡
新
興
農
民
（
中
小
名
主
職
所
有
者
）
等
の
布
在

ぞ
指
摘
さ
れ
た
。
現
実
の
各
名
に
於
け
る
作
職
所
有
者

と
名
主
と
の
隷
属
関
係
は
先
記
四
段
階
が
錯
雑
し
た
形

（
註
九
）

で
多
様
な
存
在
事
簡
を
示
す
。
先
節
で
論
及
し
た
名
主

の
複
合
的
乃
至
大
家
族
的
家
族
の
分
解
過
程
に
出
現
し

た
「
屋
敷
内
」
作
職
所
有
農
民
と
名
主
と
の
隷
属
関
係
は
全
く
解
消
し
た
訳
で
無
く
、
靖
国
名
の
藤
平
二
・
惣
六
の
如
く
屋
敷
所
持
の
名
主
の

〔註一

O｝

名
に
の
み
作
職
を
所
有
す
る
状
態
が
多
く
、
相
当
度
の
身
分
的
隷
属
関
係
を
存
続
さ
せ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
名
目
作
職
所
有
者
は
名

5反以上

1反以上

主
で
作
臓
を
所
有
す
る
者
二
九
人
を
除
き
一
三
九
人
で
あ
る
。
約
半
数
の
七
五
人
は
五
反
以
下
の
団
地
作
職
を
も
ち
多
く
一
名
に
の
み
作
職

（
註
一
一
）

を
所
有
し
て
い
る
。
ニ
名
以
上
に
互
っ
て
散
り
懸
的
請
作
形
態
を
示
す
者
は
五
反
以
上
に
多
い
。
零
細
な
名
目
作
職
所
有
者

ω大
半
が
未
た
一



名
主
の
支
配
の
枠
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
状
態
が
窺
わ
れ
る
。
名
主
の
作
職
所
有
者
に
対
す
る
統
制
は
文
永
期
も
猶
、
強
く
存
い
制
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
半
数
に
及
ぶ
田
島
作
職
五
反
以
下
の
農
民
は
大
規
開
作
職
所
有
農
民
乃
至
名
主
の
許
で
又
小
作
を
行
い
そ
の
生
計
を
維
持
し
て
い
た
も

の
で
ゐ
ら
う
。
大
規
概
作
職
所
有
者
の
中
に
は
弥
次
郎
、
弥
三
郎
、
安
二
郎
等
の
如
く
数
人
の
名
主
の
許
で
散
り
極
的
作
刷
所
有
状
態
を
と
る

こ
と
に
依
っ
て
名
主
と
の
身
分
的
隷
属
関
係
を
弱
薄
佑
し
つ
つ
あ
っ
た
者
も
考
え
ら
れ
（
第
十
表
）

v

、
更
に
名
主
外
の
農
民
の
中
か
ら
そ
の
作

（註－＝一）

職
所
有
規
横
が
名
の
規
械
を
凌
ぐ
も
の
が
少
数
で
あ
る
が
盗
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
新
興
勢
力
と
し
て
名
主
勢
力
を
凌
繕
し
名

体
制
の
枠
を
解
体
さ
せ
る
様
な
一
部
農
民
が
名
白
内
部
に
芽
生
し
て
き
で
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
新
興
勢
力
と
し
て
の
大
規
院

作
職
所
有
農
民
の
成
長
動
向
の
到
達
点
を
示
す
も
の
が
次
節
で
論
及
す
る
当
名
主
乃
至
二
次
的
名
主
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

れ一説
三

註
凶

宇
土
工

註
六

詮
七

史
料
十
号
九
一
一
一
真
下
段

史
料
九
号
文
書
冗
O
H
H

・
玄
一
氏

4

卜
段
ょ
う
抄
記
せ
る
も
の
で
あ
る

永
原
腿
二
氏
「
日
本
封
建
社
会
総
一
一
二
六
頁

拙
稿
第
一
節
託
七
論
文
コ
一
O
民
参
照

拙柑制的一討論文一一一
O
貞
一
一
二
民
参
照

史
料
九
号
交
占
七
九
頁
参
照

上
島
有
氏
「
中
世
史
に
関
す
る
若
干
の
問
趨
以
」
十
一
氏
下
段
参
照

政
八
一
備
中
国
新
日
抽
出
」
（
庄
闘
村
淡
の
川
川
浩
一
例
以
）
三
二
五
以

註
九
拙
稿
前
れ
純
文
三
九
民
参
照

汁
川
十
前
中
川
論
文
コ
二
頁
参
照

一
夜
十
一
拙
稿
前
註
沿
い
丸
二
八
頁
節
九
夫
参
照

註
十
二
三
浦
圭
一
氏
第
一
一
節
説
十
同
論
文
第
十
二
ぶ
よ
り
作
成
し
た
。

註
十
一
二
拙
稿
前
註
治
文
三
二
頁
十
三
表
参
照

旧
稿
で
現
名
主
た
る
当
名
主
の
も
つ
特
徴
と
し
て
自
名
に
対
す
る
時
相
的
内
容
の
現
実
性
を
指
摘
し
、
当
名
主
は
現
名
主
が
名
主
と
し
て
名

（四）

に
臨
ん
だ
時
間
的
経
過
が
比
較
的
新
し
い
場
合
に
称
即
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
荘
園
制
的
収
取
機
構
た
る
名
体
制
に
於
て
は
名
主
と
同
列
的
立

｛
謹
一
｝

場
に
立
っ
て
年
貢
公
事
収
取
責
任
者
の
機
能
を
同
市
す
ζ

と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
従
っ
て
当
名
主
は
新
名
主
と
し
て
の
結
時
に
属
す
る
者
で
あ

り
、
此
の
分
析
検
討
は
名
主
の
変
容
状
態
を
知
る
手
掛
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
地
頭
分
当
名
主
の
一
部
す
在
在
形
態
に
就
い
て
以
下
の
請
点

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

七
七



備
中
国
新
見
庄
の
名
主

が
注
目
さ
れ
る
。

七
八

（→ 
当
名
主
と
し
て
添
書
さ
れ
た
名
前
は
仰
武
忠
・
是
次
・
友
情
等
の
名
主
の
「
武
士
的
」
名
前
に
比
較
し
て
糾
叉
二
郎
・
紀
藤
三
・
小

太
郎
・
紀
二
郎
等
の
如
く
、
よ
り
「
所
従
的
」
な
名
前
を
有
す
る
か
、
付
浄
念
・
蓮
阿
・
光
蓮
・
道
念
等
の
如
く
「
僧
」
的
名
前
を
持
っ
て
い

る

ωで
あ
っ
て
、

刊
の
名
主
と
は
異
な
っ
た
社
会
的
な
性
格
ぞ
当
名
主
が
有
す
る
こ
と
を
推
考
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ロ
第
十
一
表
の
如
く
所
持
す
る
名
の
規
制
に
闘
し
、
名
主
、
当
名
主
の

［よさ＝~！~］： (cJfi•fc] 
3 

2 

1 

2 

9丁以上

3反以上

3Tf_,l上

l丁以上

5丁以上

6反f）、t

（第11炎：経’＇i:!t様式・階層比俊）

各
々
に
つ
い
て
集
計
す
れ
ば
、
田
昌
一
丁
以
上
十
町
迄
の
問
に
同
様
傾
向
の

分
布
様
態
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
名
田
経
営
様
式
ば
全
く
対
瞭
的
傾
向
を

示
す
。
即
ち
、
相
対
的
に
当
名
主
の
名
間
経
常
に
於
て
は
自
作
経
営
が
圧
倒

的
で
あ
る
に
対
し
、
名
主
の
そ
れ
は
加
地
乎
得
分
収
取
に
依
得
す
る
加
地
子

名
主
に
集
中
的
で
あ
る
。
当
名
主
が
未
だ
農
業
経
営
よ
り
遊
離
し
な
い
容
在

を
示
す
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

名
主
の
田
昌
作
職
所
有
規
制
は
当
名
主
に
比
較
し
て
相
対
的
に
低
位

に
あ
り
、
名
主
が
加
地
子
得
分
収
取
に
依
帯
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で

（三）

す
る
。

あ
っ
て
、
先
項
と
同
様
、
当
名
主
の
よ
り
農
民
的
性
格
が
窺
わ
れ
る
。
此
は
自
名
内
に
於
け
る
新
田
作
職
所
有
者
を
検
討
す
れ
ば
よ
り
明
瞭
佑

（位一ニ）

新
聞
作
職
の
殆
ん
ど
が
当
名
主
に
依
つ

τ名
請
さ
れ
て
お
り
、
当
名
主

ω成
長
に
新
田
開
発
を
媒
介
と
し
た
事
情
的
伏
在
を
推
測
さ

H
H
H
ワ

阿↑（
 

せ
、
且
、
新
田
作
職
を
よ
り
多
く
持
つ
と
い
う
こ
と
自
体
、
当
名
主

ω後
来
的
性
格
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

第
十
二
表
は
名
出
作
臓
を
所
有
す
る
名
五
十
二
人
当
名
主
一
六
人
に
就
い
て
他
名
に
於
け
る
出
島
作
職
所
有
状
態

ω
一
覧
で
あ
る
。
名

主
に
比
較
し
て
相
対
的
に
当
名
主
が
他
名
内
に
作
臓
を
所
有
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
此
の
事
実
は
当
名
主
が
一
方
で
は
名
主
と
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し
て
、
他
方
で
は
他
の
名
主
の
許
で
作
職
を
所
有
す
る
と
い
う
多
角
的
経
営
を
行
い
、
所
謂
、
諸
方
兼
作

の
名
主
作
人
型
の
者
が
多
い
乙
と
を
示
し
、
名
主
に
比
較
し
て
遥
か
に
農
民
的
即
ち
作
職
所
有
者
的
性
格

を
謹
厚
に
も
つ
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

既
述
の
如
き
当
名
主
の
も
つ
農
民
的
側
面
は
彼
等
が
在
地
に
於
け
る
生
産
力
の
発
展
を
基
軸
に
作
職
所

有
者
の
中
よ
り
新
興
勢
力
と
し
て
拾
頭
し
て
来
た
系
譜
を
も
っ
者
で
あ
ら
う
乙
と
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ

る。（司

高
瀬
村
を
構
成
す
る
重
久
・
助
宗
・
正
恒
・
得
永
・
高
瀬
野
・
性
阿
の
各
名
は
既
に
文
永
八
年
に

斗
八
升
乃
至
六
斗
四
升
の
斗
代
で
あ
っ
た
の
に
比
較
し
て
相
対
的
に
早
期
に
年
貢
銭
納
化
の
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
ゐ
っ
て
、
貨
幣
経
済
の

は
段
別
一
貫
文
の
分
銭
を
負
担
し
て
お
り
、
里
村
の
友
清
・
木
戸
・
節
同
等
の
各
名
が
建
武
元
年
に
も
五

浸
透
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
而
し
て
此
村
に
は
秦
大
夫
・
光
蓮
・
三
郎
大
夫
・
仏
念
等
の
当
名
主
が
正
恒
・
得
永
・
高
瀬
野
の
各
名

に
存
在
し
て
お
り
、
他
の
村
に
比
し
て
当
名
主
の
存
在
が
よ
り
集
中
的
で
あ
っ
て
、
当
名
主
出
現
の
背
景
に
は
貨
幣
経
済
の
進
展
が
在
っ
た
一
事

情
を
推
測
さ
せ
る
。
此
を
更
に
漆
作
付
状
態
・
商
品
生
産
の
盛
行
の
視
角
よ
り
検
討
し
て
昆
る
。

新
見
庄
の
特
殊
貢
納
物
と
し
て
名
単
位
に
貢
納
忘
れ
る
漆
・
紙
等
が
あ
る
。
就
中
、
漆
は
そ
の
汁
を
塗
料
と
し
、
そ
の
実
を
蝦
と
す
る
関
係

か
ら
早
く
か
ら
商
品
的
作
物
と
し
て
山
野
に
裁
培
さ
れ
て
い
た
。
備
中
国
生
産
の
漆
は
「
備
中
漆
」
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
寛
正
頃
と
考
え
ら

れ
る
祐
情
豊
富
状
自
供
れ
ば
、
当
庄
で
一
貫
七
百
文
の
蝋
は
京
都
に
運
搬
し
商
泊
す
れ
ば
二
貰
五
百
文
の
高
値
を
呼
ん
で
お
り
、
そ
の
商
品
価
値

は
極
め
て
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
備
中
漆
取
引
の
た
め
京
都
近
傍
の
中
央
商
人
の
新
見
庄
市
場
来
牲
が
繁
盛
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
先
学
の
指

円
位
古
川
｝

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
漆
作
付
自
体
、
商
品
化
す
る
可
能
性
が
強
く
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
巻
誘
い
易
い
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
事
情
を
確

備
中
国
新
見
圧
の
名
主

認
し
て
お
い
て
第
十
三
表
を
眺
む
れ
ば
当
名
主
所
在
の
名
に
は
、
名
主
分
と
比
較
し
て
相
対
的
に
漆
作
付
率
が
高
く
当
名
主
一
人
当
り
平
均
七

七
ゴし



備
中
国
新
見
庄
の
名
主

。
本
も
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
比
等
の
事
実
は
、
当
名
主
宰
在
の
名
に
は
漆
作
付
を
通
じ
て
商
品
生
産
が
盛
行
し
て
お
り
、
亦

入。

そ
れ
に
対
応
し
て
貨
幣
経
済
の
浸
透
も
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
名
主
に
比
較
し
て
当
名
主
自
身
漆
作
付
を
通
じ
て
庄
園

名一
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川
瓦
十
九
数
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配
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十
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一
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一
作
作
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一
竺
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一
間
引
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E
引
1

地
子
名
主
職
）
の
貿
得
を
媒
介
と
レ
て
前
者
の
数
名
兼
持
の
当
名
主
、
後
者
。
加
地
子
名
主
と
し
て
出
現
し
た
と
勘
案
す
る
乙
と
を
要
請
す
る

主！当名主 1
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円
の
貨
幣
経
済
の
発
展
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
巻
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
た
当
名
主
の
作
職
所
有
農
民
的
側
面
と
前
節
で
論
述
し
た
臓
の
分
佑
即
ち
名
主
職

の
得
分
権
佑
の
事
情
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
作
職
所
有
者
が
従
来
の
名
に
新
名
主
と
し
て
出
現
す
る

過
程
に
は
「
名
主
職
の
売
買
」
の
事
情
が
在
っ
た
こ
と
を
黙
示
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（第13表：漆・桑作付表）

勿
論
、
名
主
欠
落
後
、
新
拾
頭
者
と
し
て
の
作
職
所
有
農
民
が
荘
園
領
主
よ
り
名
主
し
｝
し
て
把
握

さ
れ
そ
の
補
充
に
当
っ
た
場
合
も
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。

叉
二
郎
が
節
岡
・
鈴
上
・
重
売
の
三
名
に
夫
々
添
蓄
を
も
っ
当
名
主
で
あ
る
重
夫
、
『
綿
一
一
釘
主
の

中
に
は
坂
本
・
蓮
阿
の
如
く
全
く
作
職
を
所
有
せ
ず
加
地
子
得
分
に
の
み
生
活
源
を
依
存
す
る
加

地
子
名
主
と
し
て
の
春
在
を
示
す
事
実
の
解
釈
は
、
上
記
の
如
く
叉
二
郎
や
蓮
阿
が
名
主
職
（
加

で
あ
ら
う
。
や
や
抽
象
的
で
は
あ
る
が
当
名
主
の
中
に
前
記
し
た
「
僧
」
的
名
前
を
有
す
る
者
が
多
分
に
在
す
る
こ
と
も
、
中
世
荘
園
に
於
け

【註
Lr
，v

る
貨
幣
の
貯
蔵
者
と
し
て
の
寺
院
乃
至
そ
の
関
係
者
の
役
割
を
勘
案
す
れ
ば
、
知
上
白
推
察
を
裏
書
す
る
も
の
と
な
ら
う
。

以
上
纏
述
せ
る
処
か
ら
在
地
に
於
け
る
生
産
力
の
発
展
を
基
軸
に
臓
の
分
佑
の
進
展
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
等
の
情
勢
に
照
応
し
て
、
当
名
主

が
名
体
制
内
部
に
於
げ
る
農
民
の
中
よ
り
新
興
勢
力
と
し
て
商
品
生
産
を
媒
介
と
し
て
貨
幣
経
済
の
自
己
展
開
を
有
利
的
に
行
い
つ
つ
拍
頭
し

て
来
、
作
職
の
集
積
、
更
に
は
名
主
職
の
買
得
を
通
じ
て
新
し
く
名
主
と
し
て
登
録
さ
れ
、
従
来
の
伝
統
的
名
に
、
当
名
主
と
し
て
添
書
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
事
情
が
明
ち
か
に
な
っ
た
と
思
う
。



成
松
名
は
西
方
最
大
名
と
し
て
畠
地
の
み
に
一
一
二
丁
余
の
規
模
を
有
し
、
名
内
に
作
職
を
有
す
る
六
O
人
を
従
属
さ
せ
加
地
子
収
取
に
よ
る

経
営
を
行
っ
て
い
た
本
来
的
名
で
あ
る
。
作
職
所
有
者
の
中
に
は
そ
の
下
に
更
に
下
作
職
所
有
者
を
従
属
さ
せ
る
者
、
清
延
・
包
貞
・
重
房
一
・

重
遠
・
久
末
・
近
士

7
真
国
等
七
人
を
数
え
る
の
で
あ
っ
て
、
六
人
迄
は
成
松
名
に
の
み
作
職
を
所
有
す
る
農
民
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
名
主
成

松
の
隷
属
的
乃
至
血
縁
分
家
的
農
民
の
系
譜
を
も
っ
者
で
あ
ら
う
。
彼
等
よ
り
文
永
年
中
に
は
包
貞
・
近
吉
の
二
名
を
分
立
し
て
お
り
、
二
名

は
共
に
五
丁
以
上
の
作
職
規
棋
を
も
ち
そ
の
経
営
は
一
部
に
正
作
経
営
を
行
い
つ
つ
入
人
乃
至
三
一
人
に
及
ぶ
大
多
数
の
下
作
職
所
有
農
民
よ

り
加
地
子
収
取
を
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
者
で
あ
る
。

成
松
名
は
文
永
八
年
以
降
土
地
台
帳
・
納
帳
に
は
記
載
さ
れ
ず
蕗
没
し
た
と
考
え
ら
れ

国吉

永久

る
。
成
松
名
に
替
っ
て
寛
正
迄
に
旧
成
松
名
内
に
嘗
て
作
職
所
有
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た

源八

者
が
、
夫
々
の
名
前
を
冠
す
る
名
の
所
有
者
と
し
て
姿
を
見
せ
そ
の
数
六
名
に
達
す
る
。
こ

の
新
名
主
は
後
述
の
如
く
助
守
に
替
っ
て
分
漆
負
担
の
名
主
と
な
っ
た
吉
国
に
見
ら
れ
る
如

く
、
な
し
く
ず
し
的
に
二
次
的
名
を
構
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
次
的
名
の
規
棟

『
住
八
）

は
不
明
で
あ
る
が
「
一
所
一
反
包
点
名
内
成
松
包
貞
」
と
領
家
方
正
検
白
取
帳
に
記
載
さ
れ

る
如
く
、
成
松
名
内
に
於
て
包
負
が
自
己
の
作
職
所
有
地
を
中
心
に
二
次
的
に
名
構
成
を
行
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
自
己
心
作
職
所
有
地
を

中
心
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
は
後
述
す
る
如
く
名
主
の
経
営
よ
り
の
遊
離
化
に
従
い
、
名
主
自
体
の
地
位
が
加

地
子
得
分
権
収
取
に
依
存
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
不
安
定
な
性
格
を
包
容
し
て
い
る
為
と
考
え
ら
れ
、
二
次
的
名
を
構
成
し
う
る
可
能
性
が
名

主
自
体
の
変
容
即
ち
名
主
職
の
得
分
権
佑
過
程
に
内
在
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
か
く
の
如
く
此
の
当
名
主
・
二
次
的
名
主
出
現
を
可
能

な
ら
し
め
た
も
の
は
、
先
述
の
如
き
「
臓
の
分
佑
」
に
よ
る
名
主
職
の
得
分
権
佑
（
H
加
地
子
名
主
の
成
立
）
が
進
展
し
、
更
に
は
そ
れ
を
生
み

出
す
貨
幣
経
済
の
発
展
が
見
ら
れ
た
在
地
情
勢
の
変
佑
に
基
因
し
て
い
る
。
当
名
主
出
現
に
例
示
さ
れ
る
如
く
名
主
職
の
内
容
も
漸
次
的
に
得

備
中
国
新
見
庄
の
名
主

／九
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分
権
化
し
て
お
り
、
或
は
二
次
的
名
主
の

如
く
旧
名
分
解
に
依
り
新
名
主
と
し
て
現

出
し
て
く
る
等
、
名
主
の
変
容
事
情
が
想

定
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
う
し
た
性
格

s. 

5. 

5. 

の
新
名
主
出
現
の
趨
勢
は
名
主
層
自
身
の

子
名
主
へ
の
昇
華
傾
向
と
相
倹
っ
て
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
が
よ
り
進
展
佑
し
、
名
主
職
の
得
分
権
佑
が
よ
り
顕
著
化
し
て
く
る
程
、
加
速
的
で

名
目
経
蛍
万
式
の
変
佑
即
ち
名
主
の
加
地

前

士

口

久

人

土
口

あ
り
旦
、
そ
の
数
も
増
加
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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助
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m: 

鈴

節

（五）

生
産
力
の
発
展
に
伴
ふ
剰
余
生

産
物
の
増
加
を
蒸
底
に
名
主
職
の

得
分
権
化
の
進
行
や
貨
幣
経
済
の

発
展
或
は
名
主
の
複
合
的
乃
至
大

家
族
的
経
営
体
の
分
解
が
か
ら
み

合
い
乍
ら
具
体
的
に
は
名
主
の
変

容
即
ち
加
地
子
名
主
へ
の
転
化
と

な
っ
て
表
面
犯
し
て
く
る
。
こ
の

変
容
過
程
の
中
に
当
名
主
乃
至

次
的
名
主
が
現
成
し
て
来
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

文
永
入
年
「
領
家
御
方
正
検
畠

取
帳
」
に
旧
名
と
考
え
ら
れ
る
も

の
二
一
名
、

建
治
元
年
の

「西

方
漆
名
寄
張
」
に
は
五
四
の
漆
負

担
の
名
が
記
帳
を
受
け
克
正
二
年

「
三
職
百
姓
連
署
起
請
文
」
に
は

/¥ 



備
中
国
新
見
庄
の
名
主

l¥. 
四

四
一
名
の
名
主
が
姿
を
見
せ
る
。
典
拠
史
料
が
部
分
的
且
特
殊
的
記
録
と
い
う
制
約
が
無
い
で
は
な
い
が
、
文
永
期
か
ら
寛
正
期
に
か
け
て
名

数
の
変
動
が
指
摘
さ
れ
る
。
大
概
的
に
旧
名
解
体
に
伴
な
い
一
時
的
に
名
数
が
増
加
し
室
町
期
迄
に
は
名
数
が
減
少
す
る
方
向
に
指
向
し
て
い

る
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
名
の
分
散
と
兼
併
が
遮
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
之
等
の
銭
去
す
る
名
内
に
は
当
名
主
の
如
、
き
新

名
主
の
出
現
が
あ
り
、
本
来
的
名
と
し
て
存
続
す
る
名
内
に
も
変
客
の
あ
っ
た
事
情
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
兎
も
角
族
生
す
る
新
名
と
之
等

を
統
合
吸
収
す
る
在
地
動
向
の
在
っ
た
こ
と
は
指
摘
出
来
よ
う
。
例
え
ば
「
五
分
一
回
畠
漆
分
注
・

3一｝には

吉
国
助
守
待
出

田

七
反
十
八
歩

畠

三
反
五
代

屋
敷
也

と
あ
り
「
西
方
漆
名
寄
帳
」
に
も
ま
一
升
五
ム
裂
お
一
打
則
真
喜
」

3

と
見
え
る
。
吉
国
・
則
真
は
助
守
・
重
遠
に
替
っ
て
漆
納
入
担
当
者
と
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
彼
等
は
文
永
入
年
の
「
正
検
白
取
帳
」
に
は

名
主
と
し
て
記
帳
さ
れ
ぬ
が
、

以
降
、
寛
正
二
年
に
至
る
も
名
主
と
し
て
姿
を
見
せ
る
。

重
遠
は
此
れ
以
降
、
姿
を
見
せ
な
い
。
此
の
事
実

は
分
漆
納
入
担
当
名
主
が
必
ず
し
も
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
絶
え
ず
新
旧
交
替
の
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
が
、

乙
の
異
動
内

に
は
次
の
如
き
名
主
の
他
名
吸
収
・
兼
併
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

分
漆
五
合
ニ
グ
一
才

出

二

本

友

分
漆
二
夕
五
才

二

本

五

郎光
友
光
付
之

（
恥
中
）

分
淡
三
合
三
タ
七
才
五
り

廿

七

本

助
定
付
之

近

平



分
漆
五
合
五
タ

柵

四

本

《
鼓
円
｝

助

定

小
量
分
漆
負
担
者
五
郎
分
・
近
平
分
は
夫
々
友
光
・
助
定
に
付
さ
れ
て
納
入
さ
れ
て
お
り
、
漆
名
に
於
て
は
収
取
単
位
と
い
う
側
面
で
は
次
第

に
整
理
さ
れ
て
、

一
部
の
名
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
明
ら
か
で
あ
る
。
前
掲
史
料
に
見
る
如
く
、
漆
負
担
額
に
於
て
吸
収
さ
れ
た
名
が
吸

収
し
た
名
よ
り
少
量
で
ゐ
る
こ
と
は
、
大
規
模
名
の
少
名
荒
併
事
情
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
様
な
整
理
吸
収
の
対
象
と
な
っ
た

新
名
の
性
格
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。

文
永
入
年
「
領
家
御
方
正
検
菌
取
帳
」
に
於
け
る
昌
一
筆
の
記
載
形
式
は
、

（
成
松
）

同

一
ヒ
一
反
廿

重

遠

一
豆
半

同

五：

｛
位
五
V

遠

利

宋

で
あ
っ
て
、
農
民
の
名
前
が
上
下
二
段
活
く
は
上
中
下
三
段
に
記
帳
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
段
階
別
の
名
詰
農
民
を
以
て
一
筆
停
の
白
地
所
有

者
の
新
旧
交
替
と
は
見
ず
現
実
に
各
段
に
名
請
し
て
い
る
農
民
の
権
益
が
重
層
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
即
ち
上
段
よ
り
名
主
・
作

職
所
有
者
・
下
作
職
所
有
者
と
把
握
し
た
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
名
主
数
ニ
一
人
・
作
職
所
有
者
数
一
六
二
人
・
下
作
脈
所
有
者
数
六
三
人
ぞ

数
え
る
。
領
家
方
西
分
は
此
の
台
帳
の
外
に
「
西
方
漆
名
寄
帳
」
更
に
寛
正
二
年
「
百
姓
連
署
起
請
文
」
が
存
し
西
方
分
名
の
興
廃
状
態
の
分

析
に
役
立
つ
。
第
十
七
表
に
依
れ
ば
、
文
永
八
年
・
十
年
・
建
治
一
苅
年
と
一
時
期
に
の
み
姿
を
見
せ
、
以
降
名
前
を
記
載
さ
れ
ぬ
名
の
百
分
率

が
遂
年
的
に
増
大
し
て
お
り
、
新
名
の
興
廃
が
漸
次
的
に
激
ル
仙
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
事
情
を
考
察
さ
せ
る
。
此
の
事
は
族
生
し
つ
つ
あ
る
新

名
主
が
不
安
定
な
性
格
を
増
容
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

｛註一ハ一
M

数
五
六
名
の
う
ち
、
作
職
所
有
者
の
系
譜
を
も
っ
農
民
は
わ
ず
か
八
名
で
残
り
八
五
%
は
加
地
予
名
主
の
系
譜
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

而
し
て
之
等
文
永
期
に
於
け
る
一
時
的
名

る
。
従
っ
て
一
時
的
に
出
現
し
消
滅
す
る
不
安
定
な
新
名
主
の
多
く
が
加
地
子
得
分
収
取
者
な
る
こ
と
を
知
り
、
加
地
子
名
主
の
地
位
い
か
名
主

備
中
田
副
新
見
庄
の
名
主

八
五
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の
で
あ
つ

の

あ
る

然

地
子
名
主
内
t乙
於

る

存
と
廃
没
の

（第17ft::111寺的名数）

職
の
得
分
権
佑
に
つ
れ
て
不
安
定
な
も
の
に
転
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
判

時

期

る
の
で
あ
る
。
同
様
に
加
地
子
名
主
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
と
対
撫
的
傾
向
を
一
示
す

も
の
に
寛
正
期
迄
存
秘
し
て
い
る
名
が
あ
る
。

【
附
註
｝

賀
正
二
年
の
名
は
四
一
名
を
数
え
文
永
期
に
遡
れ
る
名
三

O
名
市
、
然
も
文
永

A

注
七
｝

当
時
加
地
子
名
主
で
あ
る
も
の
ニ

O
名
で
ゐ
っ
て
、
寛
正
ま
で
寄
在
す
る
名
主
の

つ
の
対
臨
的
動
向
を
生
じ
た
原
因
は
何
で
あ
る
か
が
次
の
間
題
と
な
っ
て
く
る
。
一
一
一
一
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
文
永
期
に
如
何
な
る
性
格
的
差
異

回
」
の
視
角
か
ら
追
求
を
行
っ
て
み
た
い
。

が
認
め
ら
れ
る
が
故
に
、
名
の
永
続
・
廃
没
が
在
地
動
向
と
な
っ
て
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
就
い
て
「
地
頭
方
」
に
於
け
る
「
散

起
武
一
元
年
の
「
地
頭
方
損
亡
検
見
井
納
慢
」
の
記
載
書
式
は
「
百
姓
名
分
」
と

「
故
田
分
」
と
の
こ
類
に
弁
別
し
う
る
。
「
百
姓
名
分
」
と

し
て
宗
道
名
分
以
下
十
二
名
が
記
載
さ
れ
殆
ん
ど
が
文
永
八
年
の
問
地
実
検
名
寄
帳
に
記
帳
ぷ
れ
た
名
で
め
り
、
そ
の
名
旧
積
に
於
て
も
全
く

の
一
致
を
見
る
。
散
回
分
間
地
に
は
時
恒
名
等
十
一
名
が
記
載
さ
れ
九
名
は
前
記
名
寄
帳
と
名
前
も
日
積
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る

Q

散
田
は
名
主
の
逃
散
・
死
闘
或
は
年
貢
の
不
法
対
拝
に
よ
っ
て
闘
所
と
さ
れ
た
名
田
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
散
問
即
ち
領
主
直
属
地
で

（
註
%
｝

あ
り
年
貢
斗
代
は
低
廉
で
あ
る
の
が
一
’
般
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
散
問
ル
仙
の
名
と
散
問
せ
ぬ
名
と
の
比
較
検
討
は
即
ち
、
名
の
永
続
・
廃
没
の

動
向
ぞ
斉
し
た
性
格
的
差
異
の
究
明
の
端
緒
と
な
り
う
る
。

へ

百

性

名

）

る
。
散
田
佑
せ
ぬ
名
の
殆
ど
が
文
永
期
に
於
け
る
漆
負
担
を
行
う
名
で
ゐ
り
、
亦
、
給
免
田
・
井
料
田
等
を
も
持
っ
て
い
る
に
比
べ
て
、
二
三

か
く
の
観
点
か
ら
第
十
八
表
を
見
れ
ば
以
下
の
注
目
す
べ
き
事
実
が
発
見
出
来

の
例
外
を
見
せ
る
が
対
蹄
的
容
在
状
態
を
散
田
名
は
呈
し
て
い
る
。
即
ち
百
姓
名
に
は
既
述
の
如
、
き
漆
作
付
を
通
じ
て
、
商
品
経
済
を
利
己
的

に
展
開
さ
せ
て
い
る
名
主
ゃ
、
給
田
・
免
田
を
う
け
て
庄
内
に
於
げ
る
下
級
庄
官
的
容
在
を
一
示
す
者
ゃ
、
或
は
亦
、
井
料
田
の
把
握
を
通
じ
て
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a
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生
主
夕

高
国
朝

散

庄
圏
内
の
農
業
生
活
の
指
導
者
的
立
場
に
立
っ
て
い
る

者
が
多
い
。
か
く
の
如
、
き
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
勿
論
、

名
主
自
身
の
個
人
的
能
力
の
優
劣
性
を
も
考
慮
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
が
、
存
続
す
る
名
主
は
名
主
職
の
得
分
権
佑
に

照
応
し
、
大
概
的
に
荘
園
内
部
に
於
げ
る
商
品
経
済
の

発
展
を
自
己
に
有
利
に
展
開
し
て
い
る
性
格
の
名
主
が

多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
し
え
よ
う
。
亦
、
そ
れ
な
る
が

故
に
加
地
子
名
主
職
の
吸
収
集
積
を
行
い
名
と
し
て
寄

（第18茨：百姓名・散回名比較表） （註十三）

続
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

寛
正
頃
迄
の
存
続
過
程
の
中
に
、
貨
幣
経
済
の
進
展

・
生
産
力
の
発
展
に
敏
感
に
照
応
し
乍
ら
、

一
方
で
は

商
品
経
済
を
有
利
に
把
握
し
、
他
方
で
は
複
合
的
乃
至

大
家
族
的
家
族
の
分
解
に
伴
っ
て
出
現
す
る
農
民
脅
屋

敷
内
を
割
分
し
）
箇
の
名
請
農
民
と
し
て
把
握
し
、
更

に
は
一
生
産
体
単
位
た
る
家
の
住
人
を
従
え
漸
次
的
に

領
主
化
し
つ
つ
あ
っ
た
一
部
の
名
の
動
向
が
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
、
領
主
佑
へ
の
過
程
を
遮
る

名
主
の
基
礎
構
造
内
部
に
は
、
文
永
八
年
成
沢
名
内
の

入
七
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ov

今
井
屋
敷
が
建
武
元
年
に
は
納
帳
に
名
主
成
沢
と
倶
に
成
沢
名
の
団
地
年
貢
を
今
井
分
と
し
て
担
当
す
る
程
成
長
を
見
せ
て
い
る
様
に
、
絶
え

（
註
－
つ

ず
自
己
内
部
の
従
属
農
民
の
成
長
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
更
に
は
之
等
の
名
主
を
「
正
分
名
主
」
「
上
分
名
主
」
と
し
て
特
殊
視
し
て
い
る
百

姓
と
の
対
立
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
平
坦
な
コ

l
ス
を
遮
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
建
武
年
聞
に
は
在
地
に
形
成
さ
れ
て
い
る
惣
結

【陸一

4
3

合
即
ち
村
落
結
合
内
部
に
名
体
制
が
在
っ
た
如
く
、
惣
内
部
に
投
入
し
て
ゆ
き
、
百
姓
と
対
立
し
乍
ら
自
己
存
続
を
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註註註註註 註
六五凶三二 一

高
尾
一
彦
氏
第
三
節
註
八
所
収
一
一
二
七
頁

史
料
一
一
号
文
書
一

O
六
頁
上
段

史
料
一
二
号
文
書
一

O
八
頁
下
段

史
料
一
一
一
号
文
書
一

O
七
・
一

O
八
頁

史
料
一

O
号
文
書
九
七
頁
下
段

八
名
は
国
重
・
宋
道
・
正
恒
・
国
貞
・
国
弘
・
重
光
・
包
貞
・
成
包

で
あ
る
。

作
職
所
有
の
十
名
は
秋
末
・
国
吉
・
助
一
元
・
近
真
・
宗
久
・
宗
室
・

助
守
・
友
清
・
永
久
・
助
延
で
あ
る
。

史
料
三
三
号
文
書

村
井
康
彦
氏
「
出
堵
の
存
在
形
態
」
（
史
林
凹
O
巻
二
号
所
収
）
参

照

註
十
史
料
三
三
号
文
書
一
二
ハ
頁

註
十
一
史
料
三

O
六
・
三

O
七
号
文
書

註
十
二
我
安
建
治
氏
「
新
見
庄
の
村
洛
の
構
成
的
展
開
」

二
O
号
所
収
）
コ
二
頁
。

註
七

註
八

註
九

（
日
本
歴
史
一

註
十
三

友
清
・
本
一
円
の
淡
釘
は
建
川
町
則
の
納
入
ハ
単
一
で
あ
る
。
従
っ
て
合
・

タ
・
才
・
リ
の
単
位
で
あ
る
。
表
中
・
百
姓
名
が
十
一
で
あ
る
の

は
菊
石
源
太
夫
を
除
い
た
か
ら
で
あ
る
。

総

註

三
O
M羽
は
秋
末
・
国
吉
・
清
一
万
・
清
友
・
米
国
・
助
延
・
助
一
苅
・

助
守
・
助
定
・
近
平
・
近
真
・
武
万
・
為
真
・
節
凶
・
一
明
守
・
友

清
・
友
光
・
利
米
・
利
古
典
・
則
一
呉
・
則
行
・
永
久
・
守
山
0

・
宗
軍

・
宗
遠
・
宗
久
・
宗
末
・
本
安
・
吉
里
・
吉
函
で
あ
る
。
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